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家電リサイクルシステムに関する報告書
　家電リサイクル法が施行されて１年以上経過するが、法の施行に関係する課題・問題点は、多く存在する。このため、府は市町村の参画を得て、廃家電４品目のリサイクルについて、消費者の負担軽減、不法投棄への対応や再生資源業者の活用等を図るため、現行の家電リサイクルシステムの諸課題を調査・研究することを目的に当研究会を設置した。

家電リサイクル法は生産者である家電メーカーにリサイクルの義務を課しており、いわゆる拡大生産者責任の考え方を基に制定されたものである。本研究会では、この考え方に留意するとともに、法制定時における衆参両院の附帯決議の趣旨や大阪特有の再生資源業者の問題等を勘案し、資源循環の推進、消費者等の負担軽減、不法投棄への対応、家電リサイクル法の施行により厳しい経営状況になっている再生資源業者の活用等の課題について、廃棄物処理法等の現行法上可能な方策の検討を進め、以下のとおり整理を行った。

1． 現状の問題点

· 家電リサイクル法：廃家電品のリサイクルが、新たに、消費者、小売業者から製造業者等のルートで実施されることとなった。このため、法制定に当たっての国会の附帯決議には、「既存の回収処分業者等の技術、設備等の積極的活用を図るなど、リサイクルコストの低減に寄与する諸施策を充実すること。」とされているが、大阪府域においては、既存の回収処分業者、つまり既存の再生資源業者の活用はほとんど図られていない。また、リサイクル料金の後払い制度（家電品の廃棄時に料金を支払う制度）により、不法投棄を招きやすい制度となっている。

· 既存の再生資源業者：大阪には、法施行前から、高い技術力を有し廃家電品のリサイクルに取り組んできた業者が家電リサイクル法施行後、廃家電品のリサイクルシステムに参画できない状況である。

· 家電メーカー：リサイクル料金について、複数のグループが存在するにもかかわらず、同一料金を設定しており、競争の原理による料金の低減化が図られていないおそれがある。

· 消費者：法施行後1年近くを経た段階においても、リサイクル料金が高いとの意見が多く、また、排出時にリサイクル料金を徴収する現行制度も負担感を増大させる要因と考えられる。

· 小売店：指定引取場所までの収集運搬や、家電リサイクル券の取り扱い業務の負担が大きい。また小規模小売店は、収集運搬料金について、効率的な運搬が可能となる量販店との厳しい競争がある。

· 不法投棄：法施行前と比較して、全国的に不法投棄の増加が認められる。大阪府域では比較可能な４市町村全てにおいて増加傾向にあった。

· 自治体：道路等に不法投棄された廃家電品は、その施設の管理者である自治体が回収している。リサイクル費用については、拡大生産者責任の観点から家電メーカーが負担するよう国やメーカーへ要望しているが、現状は自治体の負担となっている。併せて、不法投棄の未然防止を図る観点から、前払い制度の導入についても国へ要望しているが、見直しの動きはない。

また、家電リサイクル法の施行により廃家電品は、原則、消費者から小売店へ引き渡されているが、小売店に引き取り義務のない廃家電品は、府内の３分の２の市町村が引き取っている。

２．対応策

１の現状の問題点について、法制定時における衆参両院の附帯決議の趣旨や大阪特有の再生資源業者の問題等を勘案し、資源循環の推進、消費者等の負担軽減、不法投棄への対応、再生資源業者の活用等の課題への対応を図る観点から、廃棄物処理法等の現行法上可能な対応策を以下に示す。

（1） 家電メーカーのリサイクルシステムへ参画する方法

（2） 取得している産業廃棄物に関する業等の許可のもとで事業を拡大する方法

（3） 自治体から不法投棄物のリサイクルの委託を受ける方法

（4） 消費者から直接引き取る方法

（5） 消費者から廃家電品を引き取った市町村からリサイクルの委託を受ける方法

３．対応策の検証

（1） 家電メーカーのリサイクルシステムへ参画する方法

· 府として、国やメーカーに要望しているところであるが、動きはない。

· 現状では、家電メーカーのシステムで廃家電品のリサイクルは能力的に十分対応可能。

· 今後、品目の追加や前払い制の導入等が実現した場合、回収台数が急増する可能性があるので、参画の可能性はある。

· また、指定法人からの受託も考えられるので、今後検討の可能性がある。

＜直ちにメーカーシステムに参画できる状況にはないが、家電の品目追加等の動きが出てくる場合は、参画の可能性はあるので、府は国及びメーカーに対して要望する。＞

（２）から（５）の対応策については、平成１２年度までの実績をもとに、既存の再生資源業者は家電メーカーより安い費用（収集運搬とリサイクルの合計費用）で、メーカーのリサイクルプラントに匹敵するリサイクル率によるリサイクルができることを前提に、対応策の検証を進めることとするが、各対応策の具体的手法の検討にあたっては、前提となる条件そのものについての検証が必要と考えられる。

（2） 取得している産業廃棄物に関する業等の許可のもとで事業を拡大する方法

· 産業廃棄物である廃家電品のリサイクルについては、拡大生産者責任の観点からは家電メーカーに引き渡すことが求められるが、産業廃棄物の業等の許可を有する既存の再生資源業者が廃棄物処理法の処理基準を遵守すれば、事業所から排出される廃家電品を扱うことは現状でも可能であり、国の見解にもその旨明記されている。

· ただし、このような業者は、法施行前には、特定のメーカー系販売店が消費者から引き取った廃家電品を取り扱っていたことから、広範な事業所から排出される廃家電品を引取ることについては、収集運搬体制の整備など、新たな事業拡大の努力が必要。

＜自治体の事務所等から廃棄され、産業廃棄物と認められる廃家電品のリサイクルについては、法的に再生資源業者に委託することは可能であり、その判断は排出者である各自治体に委ねることとする。＞

（３）自治体から不法投棄物のリサイクルの委託を受ける方法

· 道路や河川等の管理地に不法投棄された廃家電品のリサイクルについては、拡大生産者責任の観点からその費用はメーカー負担とすべきであるが、現状ではそうなっていないため、府及び一部の市においては、リサイクル料金の負担軽減を図るため、廃棄物処理法に基づき、既存の再生資源業者にリサイクルを委託している（府では、平成１３年度末で５５０台のリサイクルを委託している）。

· 府域で不法投棄された廃家電品は平成１３年度で約２万台であり、年間２０万台を超えるリサイクルを行っていた業者もある中で、この方法だけでは、既存の再生資源業者の活用について、全てが解決することではないが、自治体の判断で対応可能な方法であり、自治体の負担の軽減にもつながるものである。
＜自治体が回収した不法投棄された廃家電品のリサイクルについては、各自治体の判断となるが、法的に再生資源業者に委託することは可能であり、各自治体にとって負担の軽減につながるとともに、既存再生資源業者の活用を図る方法としても取り組みやすい方法であると考える。＞

（4） 消費者から直接引き取る方法

（5） 消費者から廃家電品を引き取った市町村からリサイクルの委託を受ける方法

· 標記の両方式については、廃棄物処理法に基づく方法として、自治体の判断で実施できるものであると考えられるが、以下のような課題があげられる。

· リサイクルについて、メーカー責任（拡大生産者責任）を規定している家電リサイクル法の趣旨と異なる。

· 市町村では、拡大生産者責任の考え方を基に、全国都市清掃会議を通じて、不法投棄物の処理をメーカー責任とすることや、前払い制度の導入を要望しており、直接引取方式や市町村委託方式はこれらの考え方と矛盾する。
· これらの対応策によって得られたリサイクル率向上のための情報がメーカーにフィードバックされないため、リサイクルし易い製品作りに活かされないのではないか。

· 直接引取方式や市町村委託方式が、府域において公平に進められる必要がある。現有施設の能力までしか受け入れできないとなると、市民サービスに不公平が出るおそれがある。
· 実際に廃家電品を引き取る時の小売店の関与について、家電リサイクル法上違法にならないようにする必要がある。

· 5年後をメドとした法律の改正時期に前払い制度が導入されれば、家電メーカールート以外に廃家電品が流れないこととなり、直接引取方式や市町村委託方式は破綻するのではないか。
· 両方式については、家電リサイクル法の拡大生産者責任の考え方とは異なる面があるが、一方で、

・　家電リサイクル法は、廃家電品の適正処理や資源の有効利用を図ることも趣旨としており、また、法制定時に「回収処分業者等の活用によるリサイクルコストの低減」を図る旨の附帯決議がある。

・　家電リサイクル法の施行後、既存の再生資源業者がリサイクルシステムに参画できないという、大阪特有の事情がある。

という状況もあるため、再生資源業者の活用と、消費者の選択肢を増やすことによる負担の軽減を図るため、合法的で実施可能な方法である両方式について、市町村がその導入の可否について判断する場合の材料として、さらに詳しく検証することとする。

［（４）消費者から直接引き取る方法独自の課題］

この方式については、以下の課題があげられる。

· 処分業の許可については、市町村においては、従来から、焼却と埋め立てを基本に、ほとんどの廃棄物を処理してきたことから、処分業の許可を与えてこなかった。

· 収集運搬業の許可については、市町村によって様々な事情がある中で、新規の許可を出しにくい。
· 処分業について、市町村が許可を出すことは難しい。ただし、一定の条件のもと、廃家電品4品目に限って、再生利用物に関する市町村の指定制度（施行規則第2条の3第2項）を活用できる可能性はある。

· 収集運搬については、市町村によって方式が異なり、業許可に対する考え方も様々であることから、府下市町村の業許可の現状と直接引取方式について、ヒアリング調査を実施し、以下のとおり整理を行った。［なお、平成１４年度における市町村のごみ処理の収集体制は、直営+委託+許可（１８）、直営+委託（７）、直営+許可（３）、委託のみ（９）、直営のみ(３)、委託+許可（４）という状況である。］　

◇「新規の許可による対応が困難」とした市町村の理由

・　メーカーに処理責任を課した法律が施行されている以上、市町村の処理責任の範疇ではなく、許可の対象とすることは困難である。

・　現に家電小売店と協力して廃家電品を扱っている許可業者があり、競合を招くことから、新規の許可は困難である。

・　法施行前から小売店の廃家電品を許可を得て扱っている業者との競合も考えられることから、産廃・一廃の見直し等の法律の改正や、現行のリサイクルシステムに欠陥がない現状では、新規の許可を与える理由を見出し難い状況である。
・　義務外品の収集運搬については、現在のシステムでも十分対応できることから、廃棄物処理法における業の許可要件（当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること）に該当せず、新規の許可は困難である。

・　制度が定着しつつある時期に、全く異なる制度を導入することは、市民・議会の理解を得られない。

◇「指定制度による対応が困難」とした市町村の理由

・　家電リサイクル法で回収ルートが明確になっている中で、これに代わる指定制度は法の趣旨と矛盾することから、対応は困難である。

・　現に家電小売店と協力して廃家電品を扱っている許可業者があり、競合を招くことから、指定制度による対応は困難である。

・　制度が定着しつつある時期に、全く異なる制度を導入することは、市民・議会の理解を得られない。

◇「条件によっては指定制度の活用が可能」とした市町村があげた条件

・　現に市町村が委託している業者等との競合を回避するため、協議・調整が必要である。

　　　また、運用する場合、以下の課題もあげられる。

· 消費者の収集運搬・リサイクル料金の支払い方法を決める必要がある（家電リサイクル券に相当するシステムを構築できるのか）。

· 直接引取方式では再生資源業者による回収時に当該業者に直接支払う方法が考えられる。

· 家電リサイクル法では、料金の支払いに当たって特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の交付が義務付けられており、消費者が排出した廃家電品が適正にメーカーに引き渡されたことを確認できるようになっていることから、消費者の確認が可能となるよう、検討する必要がある。

（直接引取方式の場合の一例）

1) 収集運搬業者は、消費者の確認が可能なシステムを構築する業者・団体等（以下、「業者等」という。）が発行する「リサイクル券」をあらかじめ購入する（リサイクル料金・収集運搬料金を含む）。

2) 収集運搬業者は、排出者から廃家電品を引き取る際に、排出者から料金を受け取るとともにリサイクル券を交付する。収集運搬業者は、リサイクル券とともに廃家電品をリサイクル業者に引き渡す。

3) リサイクル業者は、廃家電品のリサイクルを行うとともに、リサイクル券を業者等に提出する。

4) 業者等は、リサイクル券を確認のうえ、収集運搬料金を収集運搬業者に、リサイクル料金をリサイクル業者に支払う。

＜消費者直接引き取り方式は、市町村による収集運搬業の許可が前提となるが、その収集体制については、いろいろな方式があり、また、独自の課題も多いことから、新規の許可による対応は難しいとする市町村が多い。

また、廃棄物処理法上の再生利用物に関する市町村の指定制度を活用し、廃家電品４品目に限って指定を与える方法が考えられるが、家電リサイクル法の趣旨と異なることや、現行の許可業者との競合などから、対応は困難とする市町村が多い。

ただし、指定制度については、条件が整えば活用を図れるとする自治体もあることから、既存再生資源業者を活用し、消費者の負担を軽減する一つの手法として、今後とも検討を進めることとする。＞

［（５）消費者から廃家電品を引き取った市町村からリサイクルの委託を受ける方式独自の課題］

この方式については、以下の課題があげられる。

· 市町村が委託する方式は、出納事務等の業務、車両や保管場所の確保のための費用など、市町村負担の増加を招く。

市町村が住民から料金を徴収するには、手数料条例を制定する必要があるが、収集運搬･リサイクルについての料金の設定根拠がない。

手数料を条例で決定した場合、料金の固定化を招き、新たな業者が安価な料金で参入する場合であっても、消費者の負担軽減に直接結びつかないことも考えられる。

· 上記のほか、委託方式については、市町村によって考え方も様々であることから、府下市町村に対して本方式に関するヒアリング調査を実施し、以下のとおり整理を行った。

◇「市町村委託による対応が困難」とした市町村の理由

· 現行のシステムは市町村の負担が小さく、新たな方式の導入によって負担の増加が考えられることから導入は困難である。

· 現行法制度の形骸化につながる（特に府域全域の場合）。

· 本来、市町村が関与する必要のない業務まで実施することになり、理解が得られない。

◇「条件によっては市町村委託が可能」とした市町村があげた条件

· 処分業者に関する情報の把握や、委託条件の確認等が必要である。

＜市町村委託方式は、手数料に関する条例の改正、車両や保管場所の確保、手数料の出納業務等、市町村にとっての負担の増加が考えられ、また、メーカーのリサイクル責任を規定した法制度の形骸化につながり、制度上処理責任のない市町村が関与することについても理解が得られないとする意見が多い。

ただし、一般廃棄物の処理に関して出納業務や収集車両、保管場所について委託している自治体もあり、委託方式について条件によっては対応可能とする意見もあり、また、他府県域では既に実施されている事例もあることから、今後とも検討を続けることとする。＞

４．まとめ

前項では、対応策について市町村の意見を整理し、検証を進めてきた。整理に当たっては、個別の市町村において実施が困難な対応策もあるが、各自治体が検討する材料を提供する観点から、少しでも可能性があれば、そうした対応策も含めてとりまとめた。
このうち、（１）「家電メーカーのリサイクルシステムへ参画する方法」については、府は国及びメーカーへの要望を続けることとする。
また、（２）「取得している産業廃棄物に関する業等の許可のもとで事業を拡大する方法」及び（３）「自治体から不法投棄物のリサイクルの委託を受ける方法」については、現状において取り組み可能な方法であるが、その対応は各自治体が判断すべきものである。
（４）「消費者から直接引き取る方法」及び（５）「消費者から廃家電品を引き取った市町村からリサイクルの委託を受ける方法」については、ともに消費者の選択肢を増やし、既存再生資源業者の活用が図られるものであるが、一方、解決すべき多くの課題があり、市町村においてこれらの点に十分配慮して導入等を判断すべきものである。また、これらの方式が、費用面において消費者等の負担軽減に資するものであるかどうかの検証は行っていないため、今後こうした点も含めて検証する必要がある。
したがって、今回の報告書は、いわゆる「中間まとめ」として位置付けられ、府内市町村に対して示されるものである。
なお、事務局である大阪府は、課題解決のための方策実現に向け、引き続き各市町村に判断材料の提供などを行うこととする。
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